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Ⅰ はじめに 

この手引きは使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律

第８７号。以下「法」という。）に基づく解体業及び破砕業の許可申請等に

ついて、事業者が当該申請等の事務を円滑に実施できることを目的に作成

したものです。  

 

１ 使用済自動車 

自動車のうち、その使用※１を終了したものをいい、その金銭的価値の有

無にかかわらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第

１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）に基づく「廃棄物」として扱わ

れます。  

 

２ 解体自動車 

使用済み自動車を解体することによってその部品、材料その他有用なも

のを分離し、これらを回収した後に残るものです。  

 

３ 解体業、解体業者 

解体業とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいう。 

また、解体業者とは、解体業を行うことについて、福島県知事の許可を

受けた者をいい、次の義務行為を行う。 

（１）引取業者※２又はフロン類回収業者※３から引き取った使用済自動車か

ら有用な部品の回収 

（２）自動車製造業者※４への指定回収物品（エアバッグ類）の引き渡し 

（３）破砕業者又は解体自動車全部利用者※５への解体自動車の引き渡し 

 

３ 破砕業、破砕業者 

   破砕業とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理（圧縮その他の主務省

令で定める破砕の前処理をいう。）を行う事業をいう。 

また、「破砕業者」とは破砕業を行うことについて福島県知事の許可

を受けた者をいい、次の義務行為を行う。 

（１）引き取った解体自動車の破砕前処理を行うときは、解体自動車に異物 

を混入しないで行う。 

（２）破砕前処理を行ったときは、自ら破砕前処理を行った後にその解体自 

 
※１  倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含みます。  
※２  自動車の所有者から使用済自動車の引き取りを行う事業について福島県知事の登録を受けた者  

※３  使用済自動車に搭載されている特定エアーコンディショナーからフロン類の回収を行う事業について
福島県知事の登録を受けた者  

※４  自動車の製造等と業として行う者  
※５  解体自動車を引き取り、解体自動車の全部を鉄鋼原料として国内の電炉・転炉等に投入する事業者又

は製品原料として輸出する事業者  
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動車の破砕を行う場合を除き、他の破砕業者（破砕前処理のみを業とし 

て行う者を除く。）に当該解体自動車を引き渡す。 

（３）解体自動車から有用な金属を分離して原材料として利用できる状態に 

する等解体自動車の再資源化に関する基準※６に従う。 

（４）解体自動車の破砕を行ったときに発生した自動車破砕残さを自動車製 

造業者等への引き渡す。 

（５）解体自動車全部利用者に引き渡す場合は、この限りではない。 

 

 

 
  

 

※６ 再資源化に関する基準とは、技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別

して回収すること。自動車破砕残さに異物が混入しないように解体自動車の破砕を行うこと。  
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Ⅱ 申請書の受付窓口 

申請書等の受付窓口は、事業所の所在地及び事業者の住所（法人にあっ

ては、本店の所在地）により、次のとおりとなります。  

 受付窓口  

１  事業所が福島

市、郡山市及び

い わ き 市 （ 以

下、中核市とい

う。）以外の県

内 に 所 在 す る

場合  

（１）住所が県内の場合  

住所地を管轄する地方振興局（下表のとおり。）に提  

出してください。  

【例】二本松市に事業所がある申請者  →  県北地方振  

興局が提出先になります。  

（２）住所が県外の場合  

事業所の所在地を管轄する地方振興局（下表のとお  

り。）に提出してください。  

【注意】事業所が中核市以外の県内に複数あり、その

所在地を管轄する地方振興局が複数になる場

合は、主たる事業所の所在地を管轄する地方

振興局が提出先になります。  

２ 事業所が中核

市に所在する場

合 

それぞれの中核市【注意】  

 

管轄地域  受付窓口  所在地・連絡先  

福島市、二本松市、  

伊達市、本宮市、  

伊達郡、安達郡  

県北地方振興局  

県民環境部 環境課  

〒960-8043 

福島市杉妻町 2－16 

電話：024－521－2722 

郡山市、須賀川市、  

田村市、岩瀬郡、  

石川郡、田村郡  

県中地方振興局  

県民環境部 環境課  
（令和８年度より住所変更予定）  

〒963-8540 

郡山市麓山 1－1－1 

電話：024－935－1502 

白河市、西白河郡、  

東白川郡  

県南地方振興局  

県民環境部 環境課  

〒961-0971 

白河市字昭和町 269 

電話：0248－23－1421 

会津若松市、喜多方市  

耶麻郡、河沼郡、  

大沼郡  

会津地方振興局  

県民環境部 環境課  

〒965-8501 

会津若松市追手町 7－5 

電話：0242－29－3908 

南会津郡  
南会津地方振興局  

県民環境部 県民環境課  

〒967-0004 

南会津郡南会津町田島字

根小屋甲 4277－1 

電話：0241－62－2062 

相馬市、南相馬市、  

双葉郡、相馬郡  

相双地方振興局  

県民環境部 環境課  

〒975-0031 

南相馬市原町区錦町 1－

30 

電話：0244－26－1237 
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いわき市  
いわき地方振興局  

県民部 県民生活課  

〒970-8026 

いわき市平字梅本 15 

電話：0246－24－6203 

【注意】住所や主たる事業所の変更に伴い管轄する地方振興局が変更に   

なる場合は、変更に係る届出も含め、変更後の住所等を管轄する  

地方振興局が担当窓口になります。  

【注意】福島市、郡山市及びいわき市は、中核市となっておりますので、

それぞれの市に事業所がある場合は、それぞれの市の許可が必要

になりますので、以下にお問い合わせください。  

 

問い合わせ窓口  所在地・連絡先  

福島市  

環境部 廃棄物対策課  

〒960-8601 

福島市五老内町 3－1 

電話：024－529－5266 

郡山市  

生活環境部 ５Ｒ推進課  

〒963-8601 

郡山市朝日 1－23－7 

電話：024－924－2181 

いわき市  

生活環境部 廃棄物対策課  

〒970-8686 

いわき市平字梅本 21 

電話：0246－22－7439 
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Ⅲ 新規申請、更新又は変更申請 

１ 申請書 

  申請する業種及び内容に応じ、以下のいずれかの申請書を提出してくだ

さい。  

業種  様式  

（１）解体業（新規、更新）許可申請 法定様式第五  

（２）破砕業（新規、更新）許可申請 法定様式第八  

（３）破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 法定様式第十  

【注意】破砕業の許可は、「破砕前処理」、「破砕」、「破砕前処理及び破砕」  

の３区分となっており、「破砕前処理」又は「破砕」で許可を取   

得している場合において、いずれか一方を追加する場合は変更  

の許可が必要です。  

 

２ 添付書類 

  申請する業種及び内容に応じ、以下の書類を添付してください。  

添付書類  特記事項  

（１）申請書

の補足書

類 

ア 事業所の名称及び所在地、事業の用

に供する施設の概要 

（様式第１－１号） 

法定の申請書に記載

しきれない場合に添

付してください。 

イ 他の解体業又は破砕業の許可状況 

（様式第１－２号） 

ウ 他の産業廃棄物処理業の許可状況 

（様式第１－３号） 

エ 事業場以外の積替え又は保管施設 

（様式第１－４号） 

オ 役員等の状況   

（様式第１－５号） 

カ 使用人の状況   

（様式第１－６号） 

キ 株主又は出資者の状況 

（様式第１－７号） 

ク 標準作業書 

（２）（破砕業

の変更許

可 の 場

合、変更

ア （破砕業の変更許可の場合、変更に

係る）事業所の施設の概要書 

（解体業の場合は様式第２－１号、破

砕業の場合は様式第２－２号） 
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添付書類  特記事項  

に係る）

事業の用

に供する

施設の構

造を明ら

かにする

図面等 

イ 事業所の位置図 

ウ 事業所内の配置図 

エ 解体業にあっては解体作業場、破砕

業にあっては処理施設の構造を明ら

かにする平面図、立面図、断面図、構

造図及び配置図 

オ 保管施設の平面図、立面図、構造図

及び保管施設の面積と容積の計算書 

カ 公害防止施設（設備）の平面図、立面

図、断面図、構造図及び配置図 

キ その他、保管施設の囲い（門扉）､表

示板等の構造図、詳細図 

（３）（破砕業の変更許可の場合、変更後の）施設の所

有権（又は使用権原）を有することを証明する書類 
 

（４）事業計画書及び収支見積書 

（様式第３号） 
 

（５）申請者の住民票の写し及び成年被後見人及び被保

佐人に該当しない旨の登記事項証明書等【注意】 
申請者が個人の場合 

（６）定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

（履歴事項全部証明書） 
申請者が法人の場合 

（７）法人役員の住民票の写し及び登記事項証明書 

（履歴事項全部証明書） 
申請者が法人の場合 

（８）株主または成年被後見人及び関係の書類 

ア 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有す 

る出資をしている株主又は出資者の株式数又は  

出資額を示す書類 

イ 株主又は出資者の住民票の写し及び成年被後

見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証

明書等、法人の場合は登記事項証明書 

（履歴事項全部証明書） 

申請者が法人の場合 

（９）使用人の住民票の写し及び成年被後見人及び被保

佐人に該当しない旨の登記事項証明書等 

申請者が法人で、使

用人がある場合 

（１０）法定代理人の住民票の写し及び成年被後見人 

及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 

申請者が未成年で、

法定代理人が個人の
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添付書類  特記事項  

等 場合 

（１１）法定代理人の定款又は寄附行為、登記事項証明

書及び役員の住民票の写し及び成年被後見人及

び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等 

申請者が未成年で、

法定代理人が法人の

場合 

（１２）誓約書 

（様式第４号） 
 

（１３）委任状 
行政書士等に申請を

依頼する場合 

（１４）従前の許可証の写し 
既に許可証を取得し

ている場合 

（１５）先行許可で使用する許可証の原本及びその写    

   し 

先行許可を使用し、

住民票等の書類の添

付を省略する場合 
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３ 添付書類の省略 

（１）産業廃棄物（指定）処理施設の設置許可証の添付について、破砕業の

申請時に、産業廃棄物（指定）処理施設の設置許可証の写しを提出する

場合は、「２添付書類」中の（２）エ、オ、カ、キを省略することがで

きます。  

（２）更新申請の場合、内容に変更がない場合、「２添付書類」中の（２）

エ、オ、カ、キ及び（３）を省略することができます。  

（３）先行許可証は以下のとおりです。  

ア 新規又は変更許可申請時に、先行許可証を提出する場合は、「２添   

付書類」中の（５）、（７）、（８）、（９）、（１０）を省略することが  

できます。  

イ 先行許可証は、次（ア）又は（イ）の要件を満たす許可証（福島県   

の許可に限らない。）の写しを提出し、申請の際に原本を提示してく 

ださい。ただし、当該申請に係る従前の許可証は使用できません。 

(ア) 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分 

業の許可（変更許可を含む）であって、当該許可の日から５年を経 

過しないもの。（「規則第９条の２第８項または１０条の４第７項、 

第１０条の１２第２項、第１０条の１６第２項、第１１条第８項の 

規定による許可証の提出の有無」の欄に「無」の記載があるもの（住 

民票、登記事項証明書を省略せずに取得した許可証）に限る。） 

(イ) 法に基づく解体業又は破砕業の許可であって、当該許可の日か 

ら ５年を経過しないもの（別に受けた許可に係る許可証の提出の 

有無」の欄に「無」の記載があるものです。（住民票、登記事項証 

明書を省略せずに取得した許可証）に限る。） 

 

４ 提出部数 

申請書は正本１部を提出してください。  

【注意】事業所を複数の地方振興局管内に置く方は、他の事業所を管轄  

する地方振興局数分の副本を併せて提出してください。  

 

５ 申請手数料 

申請手数料は、以下の金額を次の（１）又は（２）のいずれかの方法で

納入してください。  

 

申請の種類  新規許可申請  許可更新申請  変更許可申請  

解  体  業  78,000 円  70,000 円  ―  

破  砕  業  84,000 円  77,000 円  67,000 円  

（１）福島県収入証紙  

申請書に不備がないことを担当職員が確認した後で、証紙を購入し  

てください。  

（２）モバイルＰＯＳレジ  

モバイルＰＯＳレジを導入した振興局については、キャッシュレス決  
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済による納入が可能です。申請者に不備がないことを担当職員が確認し  

た後で、キャッシュレス決済の手続きを行ってください。  

６ 許可の基準 

  審査の結果、解体業は法第６２条第１項１号（施行規則第５７条）及び

第２号に定める許可の基準を満たしていることが確認できた後、許可とな

ります。  

破砕業も同様に、法第６９条第１項１号（施行規則第第６０条）及び第

２号に定める許可の基準を満たしていることを確認できた後、許可となり

ます。  

  標準処理期間は、解体業では４０日、破砕業では４５日（土日又は休日

を除く。）となっています。  

（１）解体業の許可の基準（法第６２条第１項第１号）  

  ア 施設に係る基準  

  イ 解体業許可申請者の能力に係る基準  

  ウ 法第６２条第１項第２号イからヌまでのいずれにも該当しないこ  

と。  

（２）破砕業務の許可の基準（法第６９条第１項第１号）  

  ア 施設に係る許可の基準  

  イ 破砕業許可申請者の能力に係る基準  

  ウ 法第６９条第１項第２号に定める法第６２条第１項第２号イから  

ヌまでのいずれにも該当しないこと。  
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７ 留意事項 

（１）申請書及び添付書類は、「Ⅵ 許可申請書等の記載要領」及び「Ⅶ 添  

付書類の記入要領等（共通書類）」に従い作成してください。 

ア 委任状は、申請を行政書士等に委任する場合は、委任状を提出して 

ください。 

  【注意】法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が官公署に   

提出する書類の作成を業務として行うことは法律で禁じられ 

ています。 

なお、委任状には、次の内容を記載し、申請時には、代理人本人で 

あることを確認できる行政書士証票、運転免許証、健康保険証等を持 

参してください。行政書士証票の写しを併せて提出してください。 

（ア）代理人の住所、氏名及び電話番号並びに行政書士である場合に  

は登録番号を記入してください。 

（イ）申請者（委任者）が法人の場合には、登記上の住所、法人の名 

称並びに代表者の職及び氏名を記入してください。 

（ウ）申請者（委任者）が個人の場合には住民票上の住所及び氏名を 

記入してください。 

（エ）委任の内容及び範囲を具体的に記入してください。 

イ 申請書類及び添付書類は、申請・届出及び添付書類は本手引きの様 

式を使用することとし、Ａ４版の大きさにしてください。 

ウ 所定の様式に書き込めない場合、別紙を用いるか又は記載スペ 

ースを広げて作成してください。 

エ 申請・届出及び添付書類チェックリストは、別紙の「申請・届出及 

び添付書類チェックリスト」に掲げている順番で綴じてください。 

オ 申請書を複数部提出する場合は、正本以外の申請書類・添付書類は 

複写（コピー）を使用しても差し支えありません。 

  エ 必要書類の不足・不備がある場合、申請書を受理できないことがあ 

ります。 

（２）申請方法は、原則として窓口での申請になりますので、事前に電話に  

て予約してください。  

予約せずに来庁された場合、先約者の審査のため長時間お待ちいた 

だくこともあるほか、担当職員の不在等で申請書を十分に確認できない

場合があります。  

申請時には、申請者本人であることを確認できる書類を持参してく  

ださい。 

   法人の場合→名刺、社員証等 

   個人の場合→運転免許証、社員証、在留カード等 

ア 許可更新申請の場合、許可期限のおおむね２ヶ月前から受け付け 

ますので、余裕をもって申請してください。 

イ 事務処理が終了しましたら、担当者が連絡いたしますので、窓口ま 

でお越しください。許可証を交付（手交）いたします。 

ウ 許可更新申請及び変更許可申請をした場合は、現行の許可証を返 

納していただきますので、許可証の交付の際にお持ちください。 

（３）自動車リサイクルシステムについては以下のとおりです 
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ア 許可取得後は、自動車リサイクル促進センターが運営する自動車  

リサイクルシステム（電子マニフェスト制度を活用し移動報告等の 

機能を有するもの）への登録をお願いします。 

イ 許可更新の場合は、更新申請後に自動車リサイクルシステムで更 

新を行ってください。 

ウ 自動車リサイクルシステムの登録内容に関しては、自動車リサイ 

クルコンタクトセンターにお問い合せ下さい。 

   【インターネットから登録申込み書類の取得方法】 

アドレス：http://www.jars.gr.jp/index.html 

【電話による問い合わせ先】 

自動車リサイクルコンタクトセンター 

電話：０５０－３７８６－７７５５ 

（４）その他については以下のとおりです。 

ア 事業の用に供する土地によっては、利用が制限される場合がありま 

すので、必要な手続きをよく確認し、別途行ってください。 

イ 指定回収物品のエアバッグ類の回収についても、自動車リサイクル 

コンタクトセンターにお問い合せください。 

ウ 許可証を紛失した場合は、許可証の再交付は行いません。代わりに 

許可を受けた証明書を交付しますので、許可を受けた地方振興局に 

相談してください。 
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Ⅳ 変更届出 

許可申請書に記載した内容に変更があった場合は、「Ⅵ 許可申請書等

の記入要領」に従い変更届出書（法定様式第七又は十一）に必要事項を記

入の上、誓約書及び各変更内容に対応する添付書類を添えて、変更があっ

た日から３０日以内（役員の変更の場合は登記した日ではなく、変更のあ

った日から３０日以内）に提出してください。  

なお、変更等の内容によっては、新たに許可申請する必要が生じる場合

（例えば、個人事業者から法人事業者に移行する等）もありますので、あ

らかじめ担当窓口にご相談ください。  

 

１ 変更届出書 

    届出する業種に応じ、以下のいずれかの届出書を提出してください。  

業種  様式  

（１）解体業変更届出書 法定様式第七  

（２）破砕業変更届出書 法定様式第十一  
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２ 添付書類 

各変更内容に係る内容に応じ、以下の書類を添付してください。  

 

変更内容  添付書類  

（１）役員 

(代表者含む ) 

【注意】役員の

本籍・住所・氏

名 が 変 更 した

場合は、変更届

出は不要です。 

ア 就任、退任に関わらず添付するもの  

□  履歴事項全部証明書 

□  （代表者変更の場合）現許可証の写し  

イ 就任の場合に添付するもの 

□  新たな役員の住民票（抄本） 

□  新たな役員の登記されていないことの証明書  

□  誓約書（許可申請書添付書類 様式第４面） 

（２）株主、 

使用人 

（３）法定使用人  

ア 就任の場合 

□  新たな株主・使用人・法定使用人の住民票（抄本）  

□  新たな株主・使用人・法定使用人の登記されていな  

いことの証明書 

□  （株主・法定使用人が法人の場合）新たな株主・法  

定使用人の履歴事項全部証明書 

□  誓約書（許可申請書添付書類 様式第４面） 

イ 退任の場合 

  添付書類は不要です。 

（４）名称（社名） 

□  定款又は寄附行為 

□  履歴事項全部証明書 

□  現許可証の写し 

（５）事業所 

 事業所の名称及び所在地並びに事業所の施設概要（事業所

の所在地、施設規模、保管施設の面積、保管容量  

□ 事業所の位置図 

□ 事業所内での配置図 

□ 処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断

面図、構造図及び配置図 

□ 保管施設の平面図、立面図、構造図及び保管施設の

面積と容積の計算書 

□ 公害防止施設（設備）の平面図、立面図、断面図、構

造図及び配置図 

□ その他、保管施設の囲い（門扉）、表示板等の構造図、

詳細図 

□ 施設の所有権（又は使用権原）を証明する書類等  

（６）住所 

ア 本社住所の変更の場合 

□  履歴事項全部証明書 

□  付近の見取り図 

□  現許可証の写し 

イ 本社以外の事務所の追加または変更の場合  

□  付近の見取り図 

ウ 事業場（駐車場）の追加または変更の場合  

□  土地の登記事項証明書 

□  付近の見取り図 
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□  （届出者が所有していない土地の場合）賃貸借契約  

書   

等の写し 

（７）標準作業書 □  変更前の標準作業書の写し 

□  変更後の標準作業書の写し 

【注意】標準作業書に添付されている事業所内の配置図等の

変更も変更届の対象となります。 

（８）委任状  行政書士等に委任する場合 

  □ 委任状 

  □ 行政書士証票等の写し 

 

３ 提出部数 

届出書は正本１部を提出してください。  

【注意１】事業所を複数の地方振興局管内に置く方は、他の事業所を管   

轄する地方振興局数分の副本を併せて提出してください。  
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４ 留意事項 

（１）変更届出書及び添付書類は、「Ⅵ 許可申請書等の記入要領」及び「Ⅶ  

添付書類の記入要領等（共通書類）」に従い作成してください。 

（２）原則として窓口での受付になりますので、事前に電話にて予約してく 

ださい。 

予約せずに来庁された場合、先約者の審査のため長時間お待ちいただ

くこともあるほか、担当職員の不在等で届出書を十分に確認できない場

合があります。 

（３）届出時には、申請者本人であることを確認できる書類を持参してく  

ださい。 

   法人の場合→名刺、社員証等 

   個人の場合→運転免許証、社員証、在留カード等 

（４）届出を行政書士等に委任する場合は、委任状を提出してください。 

なお、委任状には、次の内容を記載し、申請時には、代理人本人であ 

ることを確認できる行政書士証票、運転免許証、健康保険証等を持参 

してください。行政書士証票の写しを併せて提出してください。 

 【注意】法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が官公署に 

提出する書類の作成を業務として行うことは法律で禁じられ 

ています。 

 ア 代理人の住所、氏名及び電話番号並びに行政書士である場合には登

録番号を記入してください。 

 イ 届出者（委任者）が法人の場合には、登記上の住所、法人の名称並

びに代表者の職及び氏名を記入してください。 

 ウ 届出者（委任者）が個人の場合には住民票上の住所及び氏名を記入

してください。 

 エ 委任の内容及び範囲を具体的に記入してください。 

（５）届出書及び添付書類は本手引きの様式を使用することとし、Ａ４版の 

大きさにしてください。 

（６）所定の様式に書き込めない場合は、別紙を用いるか又は記載スペース        

を広げて作成してください。 

（７）別紙の「申請・届出及び添付書類のチェックリスト」に掲げている順 

番で綴ってください。 

（８）届出書を複数部提出する場合は、正本以外の申請書類・添付書類は複 

写（コピー）を使用しても差し支えありません。 

（９）許可証の書換えが必要な場合、事務処理が終了しましたら、担当者が 

連絡いたしますので、窓口までお越しください。書換え後の許可証を交 

付（手交）いたします。 

（１０）交付済みの許可証の記載事項に変更が生じた場合は、書換えのた 

め現行の許可証を返納していただきますので、許可証の交付の際に 

お持ちください。 

（１１）変更届出書に不備がある場合、届出書を受理できないことがありま 

す。 
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Ⅴ 廃業届出 

許可を受けた事業者が、以下の内容に該当することとなった場合は、「Ⅵ 

許可申請書等の記入要領」に従い廃業届出書（様式第６号）に必要事項を

記入の上、各事由に定める方が、その日から３０日以内に提出してくださ

い。 

事由 届出提出者 

１ 個人事業者が死亡した場   

 合 
その相続人 

２  法人が合併により消滅し

た場合 

その法人を代表する役員であったも

の 

３  法人が破産により解散し

た場合 
その破産管財人 

４  法人が合併又は破産以外

の事由により解散した場合 
その清算人 

５  そ の 許 可 に 係 る 解 体 業

（破砕業）を廃止した場合 

解体業（破砕業）であった個人又は法

人を代表する役員 

 

１ 廃業届出書 

  届出する業種に応じ、以下のいずれかの届出書を提出してください。  

業種  様式  

（１）解体業廃業届出書 様式第６－１号  

（２）破砕業廃業届出書 様式第６－２号  

 

２ 提出部数 

届出書は正本１部を提出してください。  

【注意】事業所を複数の地方振興局管内に置く方は、他の事業所を管轄  

する地方振興局数分の副本を併せて提出してください。  
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３ 留意事項 

（１）廃業届出書は、「Ⅵ 許可申請書等の記入要領」及び「Ⅶ 添付書類 

の記入要領等」に従い作成してください。 

（２）原則として窓口での受付になりますので、事前に電話にて予約してく 

ださい。 

予約せずに来庁された場合、先約者の審査のため長時間お待ちいただ 

くこともあるほか、担当職員の不在等で届出書を十分に確認できない 

場合があります。 

（３）届出時には、申請者本人であることを確認できる書類を持参してく 

ださい。 

   法人の場合→名刺、社員証等 

   個人の場合→運転免許証、社員証、在留カード等 

（４）届出を行政書士等に委任する場合は、委任状を提出してください。 

なお、委任状には、次の内容を記載し、申請時には、代理人本人で 

あることを確認できる行政書士証票、運転免許証、健康保険証等を持   

参してください。行政書士証票の写しを併せて提出してください。 

 【注意】法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が官公署に 

提出する書類の作成を業務として行うことは  法律で禁じら 

れています。 

 ア 代理人の住所、氏名及び電話番号並びに行政書士である場合には登 

録番号を記入してください。 

 イ 届出者（委任者）が法人の場合には、登記上の住所、法人の名称並 

びに代表者の職及び氏名を記入してください。 

 ウ 届出者（委任者）が個人の場合には住民票上の住所及び氏名を記入 

してください。 

 エ 委任の内容及び範囲を具体的に記入してください。 

（５）届出書は本手引きの様式を使用することとし、Ａ４版の大きさにして 

ください。 

（６）現行の許可証を返納していただきますので、届出書を提出する際にお 

持ちください。 

（７）廃業届出書に不備がある場合、届出書を受理できないことがあります。 

（８）廃業届出提出後は、自動車リサイクル促進センターが運営する自動車 

リサイクルシステムで廃止の手続きをお願いします。 

 なお、自動車リサイクルシステムを廃止すると、移動報告が出来なく 

なりますので、廃業する前に、使用済自動車又は解体自動車を次の工程 

に引き渡し完了した後に、廃止してください。 
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Ⅵ 許可申請書等の記入要領  

申請書の種類   注  意  事  項  

１ 解体業  

（破砕業）（新

規又は更新）

許可申請書  

（１）許可申請に係る様式の表題は、新規の場合「許可 

の更新」を削除又は見え消しを、更新の場合「許可」 

を削除又は見え消しをしてください。本文中の記入 

も同様にしてください。 

（２）「許可番号」「許可年月日」は、許可証に記載され 

ている許可番号、許可年月日を記入してください。 

（３）申請年月日は、担当職員が申請書を審査後、受理 

された時点で記入してください。 

（４）申請者の住所及び氏名は、以下のとおり記入して

ください。  

ア 法人の場合、登記上の住所、法人名並びに代表  

者の職及び氏名、電話番号を記入してください。  

イ 個人の場合、住民票上の住所並びに氏名、電話  

番号を記入してください。  

（５）破砕業の事業の範囲は、以下の区分に従い、記入 

してください。 

ア 破砕前処理とは、解体自動車の圧縮（プレス）  

又はせん断（シャーリング）処理のみを行う場合を

指します。 

イ 破砕は、解体自動車の破砕処理（シュレッディ 

ング）を行う場合を指します。 

ウ 破砕前処理及び破砕は解体自動車の圧縮又はせ 

ん断処理及び破砕処理の両処理を行う場合を指し 

ます。 

（６）事業所の名称及び所在地は以下のとおり記入して 

ください。 

ア 解体業又は破砕業に関する業務を行う全ての事 

業所を記入し、主たる事業所又は従たる事業所の 

別、事業所の名称、所在地を記入してください。 

イ 複数の事業所がある場合は、次の「事業の用に供 

する施設の概要」における施設（破砕業にあっては 

「当該施設について廃棄物処理法の設置の許可を 

受けている場合には、その許可の年月日及び許可

番号」まで）と対応して記入してください。なお、

全てを記入しきれない場合は、様式第１－１号を

使用してください。 

（７）事業の用に供する施設の概要は、以下のとおり記 

入してください。 

ア 解体業は、解体作業をする施設の施設数等を記 

入するとともに、図面等を添付する場合は、「別紙、 

事業所の施設を明らかにする図面等のとおり」と記 

入してください。 
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申請書の種類   注  意  事  項  

イ 破砕業は、破砕（破砕前処理）施設の機械の機 

種、名称、処理能力及び数量等を記入するととも 

に、「別紙、事業所の施設を明らかにする図面等の 

とおり」と記入してください。 

（８）破砕業のみ、産業廃棄物処理施設の許可状況を、 

以下のとおり記入してください。 

ア 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の場 

合は、その許可年月日及び許可番号を記入してく 

ださい。 

イ 福島県産業廃棄物指導要綱又は福島県産業廃棄 

物等の処理の適正化に関する条例に基づく産業 

廃棄物指定処理施設の場合は、その受理又は許可 

年月日及び受理又は許可番号を記入してくださ 

い。 

（９）他に解体業又は破砕業の許可（他都道府県のもの 

を含む。）を有している場合には、その許可番号（申 

請中にあっては、申請年月日）を全て記入してくだ 

さい。 

なお、全てを記入しきれない場合は、様式第１－ 

２号を使用してください。 

（１０）他の産業廃棄物処理業の許可状況で既に処理業 

（産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業）の許

可を有している場合（他都道府県のものを含む。）

には他の都道府県又は政令市分の全てを記入して

ください。また、他の都道府県に申請中の場合には

申請年月日を記入してください。 

なお、全てを記入しきれない場合は、様式第１ 

－３号を使用してください。 

（１１）事業場以外の積替え又は保管施設の状況として、

解体業（破砕業）を行おうとする事業所以外の場

所で、使用済自動車又は解体自動車（破砕業にあ

っては、解体自動車又は自動車破砕残さ）の積替

え又は保管を行う場合には、当該場所の所在地、

面積及び保管量の上限を記入してください。 

なお、全てを記入しきれない場合は、様式第１ 

－４号を使用してください。 

（１２）法人の場合、役員の状況（申請者が法人である

場合）は、法第６２条第１項第２号チに規定する

役員（監査役を含み、若しくは業務を執行する社

員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であ

るかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、

取締役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を
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申請書の種類   注  意  事  項  

有するものと認められる者を含む。）の氏名、生年

月日、役職名、本籍及び住民票上の住所（丁目・

番地・号は省略しない。）を記入してください。 

なお、全てを記入しきれない場合は、様式第１ 

－５号を使用してください。 

（１３）使用人の状況として、法施行令第５条に規定す 

る使用人【注意】がある場合、その全ての者の氏 

名、ふりがな、役職名、住民票上の住所（丁目・ 

番地・号は省略しない。）、生年月日、本籍を記入 

してください。 

なお、全てを記入しきれない場合は、様式第１ 

－６号を使用してください。 

【注意】法施行令第５条に規定する使用は、 

申請者の使用人で、次に掲げるもの 

の代表者であるものです。 

  ア 本店又は支店（商人以外の者にあって 

は、主たる事務所又は従たる事務所） 

  イ 継続的に業務を行うことができる施設 

を有する場所で、解体業及び破砕業に 

係る契約を締結する権限を有する者を 

置くもの 

（１４）法定代理人とは、法第６２条第１項第２号トに 

規定のある営業に関し成年者と同一の行為能力 

を有しない未成年者を指し、その法定代理人が個 

人の場合は、氏名、生年月日、本籍、住民票上の 

住所（丁目・番地・号は省略しない。）、電話番号

を記入してください。法定代理人が法人の場合

は、登記上の住所、法人名、代表者の職及び氏名、

電話番号を記入し、さらに役員の氏名、役職、住

民票上の住所（丁目、番地、号は省略しない。）を

記入してください。 

（１５）株主とは、発行済株式総数の１００分の５以上 

の株式を有する株主又は出資の額の１００分の 

５以上の額に相当する出資をしている者（申請者 

が法人である場合において、当該株主又は出資を 

している者があるとき）を指し、以下のとおり記 

入してください。 

ア 発行株式の総数及び出資の額を記入してくだ 

さい。 

イ 該当する者の氏名（法人にあっては名称及び

代表者の氏名）、生年月日、保有する株式の数又

は出資の金額並びにその割合、本籍及び住民票

上の住所（丁目・番地・号は省略しない。）を記
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申請書の種類   注  意  事  項  

入してください。 

なお、全てを記入しきれない場合は、様式第 

１－７号を使用してください。 

（１６）標準作業書の記載事項について、記載すべきそ 

れぞれの事項を記入してください。 

なお、全てを記入しきれない場合は、当該標準 

作業書の全文の写しを添付することでも差し支え 

ありません。 

標準作業書は、環境省が公表している自動車リ 

サイクル法標準作業書ガイドライン（標準作業書 

等ガイドライン検討ワーキンググループ作成）を 

参考にして作成してください。 

 

自動車リサイクル法標準作業書ガイドライン  

   【公開ページ】  

   環境省 自動車リサイクル関連 資料集  

https://www.env.go.jp/recycle/car/pdfs/040226do

cument.pdf 

 

 

 

 

 

  

https://www.env.go.jp/recycle/car/pdfs/040226document.pdf
https://www.env.go.jp/recycle/car/pdfs/040226document.pdf
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申請書の種類   注  意  事  項  

２ 破砕業の

事業の範囲

の変更許可

申請書  

（１）申請年月日は、担当職員が申請書を審査後、受理 

された時点で記入してください。 

（２）申請者の住所、氏名は以下のとおり記載してくださ

い。 

ア 法人の場合、登記上の住所、法人名並びに代表者

の職及び氏名、電話番号を記入してください。 

イ 個人の場合、住民票上の住所並びに氏名、電話番

号を記入してください。 

（３）「許可番号」及び「許可の年月日」は、変更しよう 

とする現有許可の許可年月日と許可番号を記入して 

ください。 

（４）変更の内容は、事業の範囲に係る変更の内容を記 

入してください。 

（記入例） 

「破砕の追加」（破砕前処理からの変更） 

（５）変更の理由は、変更することになる具体的な理由 

を記入してください。 

（６）変更に係る破砕業の用に供する施設の概要は、事 

業範囲の変更に伴い破砕業の用に供する施設の種 

類、数量、設置場所及び処理能力に変更が生じる場 

合は、変更に係る破砕業の用に供する施設について、 

機械・機種名称、処理能力及び数量等を記入すると 

ともに、「別紙、事業所の施設を明らかにする図面等 

のとおり」と記入してください。変更がない場合は、 

その旨を記入してください。 

（７）産業廃棄物処理施設の許可状況は、以下のとおり 

記入してください。 

ア 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の場 

合は、その許可年月日及び許可番号を記入してく 

ださい。 

イ 福島県産業廃棄物指導要綱又は福島県産業廃棄 

物等の処理の適正化に関する条例に基づく産業廃

棄物指定処理施設の場合は、その受理又は許可年月

日及び受理又は許可番号を記入してください。 

（８）事業場以外の積替え又は保管施設の状況は、破砕業

を行おうとする事業所以外の場所で、使用済自動車

又は解体自動車（破砕業にあっては、解体自動車又は

自動車破砕残さ）の積替え又は保管を行う場合には、

当該場所の所在地、面積及び保管量の上限を記入し

てください。なお、全てを記入しきれない場合は、様

式第１－４号を使用してください。変更がない場合

は、その旨を記入してください。 

（９）解体業（破砕業）（新規又は更新）許可申請書の 
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申請書の種類   注  意  事  項  

（１１）～（１６）と同様に記入してください。  
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届 出 書 の 種

類  
 注  意  事  項  

３  解 体 業

（破砕業）

変 更 届 出

書  

（１）届出年月日は、担当職員が届出書を確認後、受理さ

れた時点で記入してください。 

（２）届出者の住所及び氏名は、以下の通り記入してくだ 

さい。 

ア 法人の場合、登記上の住所、法人名並びに代表者

の職及び氏名、電話番号を記入してください。 

イ 個人の場合、住民票上の住所並びに氏名、電話番

号を記入してください。 

（３）「許可番号」及び「許可の年月日」は、変更しよう 

とする現有許可の許可年月日と許可番号を記入して 

ください。 

（４）変更の内容を記入してください。 

（記入例１：役員の変更） 

新：代表取締役 ○○ ○○  

  取締役 △△ △△  

  取締役 □□ □□  

旧：代表取締役 ○○ ○○  

  取締役 △△ △△  

  取締役 ☆☆ ☆☆  

（記入例２：株主の追加）  

新：○○株式会社  

旧：（空欄）  

（記入例３：事業所の所在地の変更）  

新：福島県○○市○○町○丁目○番地  

旧：福島県△△市△△字△番地  

（記入例４：事業所の追加）  

新：福島県△△市△△字△番地  

福島県○○市○○町○丁目○番地  

旧：福島県△△市△△字△番地  

（５）変更の理由を記入してください。 

（記入例１：役員の変更）  

役員の変更  

平成○○年○月○日  

取締役 ☆☆ ☆☆ 辞任  

平成○○年○月○日  

取締役 □□ □□ 就任  

（記入例２：株主の追加）  

株主の追加  

○○株式会社（福島県○○市○○町○丁目○番

地）  

保有株式数 ○○株  
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届 出 書 の 種

類  
 注  意  事  項  

発行済株式総数の○○．○○％  

 

（記入例３：事業所の所在地の変更）  

改修工事に係る事業所の所在地の変更  

福島県△△市△△字△番地から福島県○○市

○○町○丁目○番地へ変更  

【注意】なお、変更の内容や理由の全てを記入しきれ  

ない場合等は、任意の様式を使用してくださ  

い。  
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届 出 書 の 種

類  
 注  意  事  項  

４  解 体 業

（破砕業）

廃 業 届 出

書  

（１）届出年月日は、担当職員が届出書を確認後、受理さ 

れた時点で記入してください。 

（２）届出者の住所及び氏名は以下のとおり記載してく

ださい。 

ア 法人の場合、登記上の住所、法人名並びに代表者 

の職及び氏名、電話番号を記入してください。 

イ 個人の場合、住民票上の住所並びに氏名、電話 

番号を記入してください。 

（３）届出事由の生じた日 

    各事由が生じた日を記入してください。 

（４）届出の事由 

該当する事由の番号に○を記入してください。  

【注意】廃業届出の場合、添付書類は必要ありません。 
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Ⅶ 添付書類の記入要領等 

添付書類の種類   注  意  事  項  等  

１ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面等  

（１）事業所の施設の 

概要書 

（様式第２号） 

処理施設、保管施設等の構造・設備、生活環境

の保全上支障防止の対策等の概要について記入

してください。 

（２）事業所の位置図 1/50,000 又は 1/25,000 程度の地形図等に朱書

きで事務所の位置を明示してください。 

（３）事業所内の配置 

  図 

周辺の建物等の状況が分かる地図等に朱書き

で事業所内での施設、設備又は事務所等の配置を

明示する図面を作成してください。 

（４）解体業にあって

は解体作業場、破

砕業 に あ って は

処理 施 設 の構 造

を明 ら か にす る

平面図、立面図、

断面図、構造図及

び配置図 ア 必ずしも正式図面でなく、手書きにより 

サイズ、形状、材質等を明示した程度の図 

面と写真の添付でもかまいません。 

イ 同一図面に複数の内容を明示してもかま

いません。 

ウ 生活環境の保全上支障防止のための施設

（設備）については、雨水排除・油水分離

に係る設計計算書、必要に応じて騒音対策

等を記載したものを添付してください。 

（５）保管施設の平面

図、立面図、構造

図及 び 保 管施 設

の面 積 と 容積 の

計算書 

（６）公害防止施設

（設 備 ） の平 面

図、立面図、断面

図、構造図及び配

置図 

（７）その他、保管施

設の囲い（門扉）､

表示 板 等 の構 造

図、詳細図 

２ 施設の所有権（又

は使用権原）を証明

する書類等 

ア 所有権 ：土地又は建物の登記簿謄本等 

       です。 

イ 使用権原：土地又は建物の賃貸借契約書 

        等です 
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添付書類の種類   注  意  事  項  等  

３ 事業計画書及び 

収支見積書 

（様式第３号） 

（１）事業の全体計画（業務を行う時間、従業員  

数、休業日、扱う車種(乗用車、大型車）を 

含む。） 

ア 引取りから引渡しまでの流れを説明する

内容を記載してください。 

イ 有用物回収品目、発生廃棄物について記

載してください。 

ウ 各工程に係る作業人員数や時間について

記載されたフロー概略図も添付してくださ

い。 

（２）解体業にあっては使用済自動車（破砕業に

あっては解体自動車）等の引取実績について

記載してください。 

（３）解体（破砕）実績を記載してください 

（４）解体（破砕）能力を記載してください。 

（５）保管の状況を記載してください。 

（６）年間収支見積書を記載してください。 

４ 申請者の住民票

の写し及び成年被

後見人及び被保佐

人に該当しない旨

の登記事項証明書

等 

（１）申請者が個人である場合において添付して

ください。 

（２）申請日以前３か月以内に発行され、住民票

の写し（住民票抄本）については本籍が記載

されたものであること。 

【注意】外国人の方は、国籍が記載された住 

民票の写しを添付してください。 

５ 定款又は寄附行

為及び登記事項証

明書 

（履歴事項全部証

明書） 

（１）申請者が法人である場合において添付して

ください。 

（２）定款及び登記事項証明書には、この業務に

関する規定があること。 

（３）登記事項証明書は、申請日以前３か月以内

に発行されたものであること。 

（４）定款の余白部分に、現行の定款であること 

を証明するため、法人名、代表者名、住所及 

び「原本に相違ないことを証する。」旨を記入 

すること。代表者印の押印は省略とします。 

６ 法人役員の住民

票の写し及び成年

被後見人及び被保

佐人に該当しない

旨の登記事項証明

書等 

（１）申請者が法人である場合において、法第６ 

２条第１項第２号チに規定する役員（監査役 

を含み、若しくは業務を執行する社員、取締 

役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相 

談役、顧問その他いかなる名称を有する者で 

あるかを問わず、法人に対し業務を執行する 

社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以 

上の支配力を有するものと認められる者を 

含む。）のものを添付してください。 
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添付書類の種類   注  意  事  項  等  

（２）申請日以前３か月以内に発行され、住民票 

の写し（住民票抄本）については本籍が記載 

されたものであること。 

【注意】外国人の方は、国籍が記載された住 

民票の写しを添付してください。 

【注意】外国在住の外国人の方がいる場合 

は、パスポートの写し、領事館の証明 

書、現地の住民票等、身分を公的に証 

明する書類を提出してください。 

なお、登記事項証明書（登記されていない

ことの証明）は、外国在住の外国人の方であ

っても東京法務局で取得可能です。 

（３）監査法人等が役員にいる場合は、監査法人

の履歴事項全部証明書を取得し、添付してく

ださい。 

７  発行済株式総数

の百分の五以上の

株式を有する出資

をしている株主又

は出資者の株式数

又は出資額を示す

書類及び株主又は

出資者の住民票の

写し及び成年被後

見人及び被保佐人

に該当しない旨の

登記事項証明書等、

法人の場合は登記

事項証明書 

（履 歴 事項 全部 証

明書） 

（１）株主又は出資者の株式数又は出資額を示す

書類は以下のとおりです。 

ア 発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式 

を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 以 

上の額に相当する出資をしている者があ 

る場合において添付してください。 

イ 該当する者の株式数又は出資額を示す 

書類を提出してください。（許可申請書の 

添付書類（様式第１－７号）で代用可能で 

す。） 

（２）株主又は出資者の住民票の写し及び成年被 

後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記 

事項証明書等、法人の場合は登記事項証明書 

は以下のとおりです。 

ア 発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株 

式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 

以上の額に相当する出資をしている者が 

ある場合において添付してください。 

イ 該当する者が個人の場合にはその者の 

本籍が記載された住民票の写し（住民票抄 

本）及び登記事項証書（登記されていない 

ことの証明書）、法人の場合にはその法人 

の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

を添付してください。 

ウ 申請日以前３か月以内に発行されたも 

のとしてください。 

８  使用人の住民票

の写し及び成年被

法施行令第５条に規定する使用人（本支店の代

表者や契約締結権限のある使用人）がある場合に
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添付書類の種類   注  意  事  項  等  

後見人及び被保佐

人に該当しない旨

の登記事項証明書

等 

おいて添付してください。 

９  法定代理人の住

民票の写し及び成

年被後見人及び被

保佐人に該当しな

い旨の登記事項証

明書等、法人の場合

は定款又は寄附行

為及び登記事項証

明書（履歴事項全部

証明書）、法人役員

の住民票の写し及

び成年被後見人及

び被保佐人に該当

しない旨の登記事

項証明書等 

（１）申請者が法第６１条第１項第４号に規定す

る未成年者である場合において添付してく

ださい。 

（２）該当する者が個人の場合にはその者の本籍

が記載された住民票の写し（住民票抄本）及

び登記事項証書等、法人の場合にはその法人

の定款又は寄附行為及び登記事項証明書（履

歴事項全部証明書）、役員の本籍が記載され

た住民票の写し（住民票抄本）及び登記事項

証書等を添付してください。 

（３）申請日以前３か月以内に発行されたものと 

してください。 

１０ 誓約書 

（様式第４号） 

申請者、申請者が法人でその役員、使用人、法

定代理人及び株主（出資者）が、法第６２条第１

項第２号イからヌに規定する欠格要件に該当し

ない者であることを誓約してください。 

１１ 先行許可を受 

けている場合は、 

その許可証の写 

し 

（新規又は変更 

許可申請時のみ） 

新規又は変更許可申請で、かつ平成１２年１０

月１日以降に住民票の写し、登記されていないこ

との証明書又は登記事項証明書を提出して廃棄

物処理法に基づく産業廃棄物処理業（産業廃棄物

収集運搬業（新規、更新及び変更）及び産業廃棄

物処分業）の許可又は法に基づく解体業若しくは

破砕業の許可（福島県の許可に限らない。）を受け

ている場合は、その許可証の写を提出してくださ

い。 

ただし、「解体業（及び破砕業）の許可の更新の

場合はこの限りではない。」と法律（施行規則第５

５条第２項及び第６０条第２項）に規定されてい

るため、許可更新の場合は先行許可は使用できま

せん。 

１２  省略添付書類

一覧表 

（様式第５号） 

更新又は先行許可証を提出した場合は、下記の

とおり添付書類を省略することができます。書類

を省略した場合は、省略した書類の種類とその省

略の理由を記入してください。 

（１）許可更新において省略できる書類は以下の 
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添付書類の種類   注  意  事  項  等  

とおりです。 

ア 事業所の施設を明らかにする図面等で 

 す。 

イ 施設の所有権（又は使用権原）を証明す 

る書類等です。 

（２）先行許可証を提出した場合において省略で

きる書類は以下のとおりです。 

ア 申請者（個人申請者）の住民票の写し及

び成年被後見人及び被保佐人に該当しない

旨の登記事項証明書等です。 

イ 法人役員の住民票の写し及び成年被後見

人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項

証明書等です。 

ウ 株主及び出資者の住民票の写し及び成年

被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登

記事項証明書等又は法人株主の登記事項証

明書（履歴事項全部証明書）です。 

エ 法施行令第５条に規定する使用人の住民

票の写し及び成年被後見人及び被保佐人に

該当しない旨の登記事項証明書等です。 

オ 法定代理人の住民票の写し及び成年被後

見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事

項証明書等です。 

13 委任状 行政書士等に申請等を委任する場合、行政書

士等は申請者から申請等に係る委任を受けてい

ることを示す委任状を提出してください。委任

状の様式は任意となります。なお、委任状に

は、次の内容を記載し、申請時には、代理人本

人であることを確認できる行政書士証票、運転

免許証、健康保険証等を持参してください。行

政書士証票の写し等を併せて提出してくださ

い。 

（１）代理人の住所、氏名及び電話番号並びに 

行政書士である場合には登録番号を記載し

てください。 

（２）申請者（委任者）が法人の場合には、登 

記上の住所、法人の名称並びに代表者の職

及び氏名を記入してください。 

（３）申請者（委任者）が個人の場合には住民 

票上の住所及び氏名を記入してくだい。 

（４）委任の内容及び範囲を具体的に記載して 

ください。 
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Ⅷ 様式集  

許可申請書  ページ  

法定様式第五 解体業（更新）許可申請書 35 

法定様式第八 破砕業（更新）許可申請書 39 

法定様式第十 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 43 

 

変更届出書 ページ 

法定様式第七 解体業変更届出書 62 

法定様式第十一 破砕業変更届出書 63 

 

添付書類（共通様式） ページ 

様式第１－１号 
事業所の名称及び所在地、事業の用に供する

施設の概要 
47 

様式第１－２号 他の解体業又は破砕業の許可状況 49 

様式第１－３号 他の産業廃棄物処理業の許可状況 50 

様式第１－４号 事業場以外の積替え又は保管施設況 51 

様式第１－５号 役員等の状況 52 

様式第１－６号 使用人の状況 53 

様式第１－７号 株主又は出資者の状況 54 

様式第２－１号 事業所の施設の概要書（解体施設） 55 

様式第２－２号 事業所の施設の概要書（破砕施設） 56 

様式第３号 事業計画書及び収支見積書 57 

様式第４号 誓約書 60 

様式第５号 省略添付書類一覧表 61 

様式第６－１号 解体業廃業等届出書 64 

様式第６－２号 破砕業廃業等届出書 65 
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様式第五（第五十五条関係） 

               許    可 

           解体業        申請書 

               許可の更新 

※許 可 番 号  

※許可年月日  

                          年   月   日 

福 島 県 知 事 殿 

 

               （郵便番号） 

                住  所 

                氏  名                      

                               （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                電話番号 

  使用済自動車の再資源化等に関する法律第６１条第１項の規定により、必要な

書類を添えて解体業の許可（許可の更新）を申請します。 

事業所の名称及び所在地 

 

名  称 

 

 

 

所在地 

（郵便番号） 

 

 

 

               電話番号 

事業の用に供する施設の概要   

他に解体業又は破砕業の許可

（他の都道府県のものを含

む。）を有している場合にあ

っては、その許可番号（申請

中の場合にあっては、申請年

月日） 

都道府県・市名 

許可番号（申請中の

場合にあっては、申

請年月日） 

 

 

 

 

他に廃棄物処理法に基づく産

業廃物処理業の許可（他の都

道府県のものを含む。）を有

している場合にあっては、そ

の許可番号（申請中の場合に

 
都道府県・市名 

許可番号（申請中の

場合にあっては、申

請年月日） 
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あっては、申請年月日）  

解体業を行おうとする事業所

以外の場所で使用済自動車又

は解体自動車の積替え又は保

管を行う場合には、当該場所

の所在地、面積及び保管量の

上限 

 

役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人

に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の

支配力を有するものと認められる者を含む。法人である場合に記入すること。）  

 
（ふりがな） 

氏    名 
役職名 住     所 

 

 

 

 

 

 

  

令第５条に規定する使用人の氏名及び住所（当該使用人がある場合に記入するこ

と。） 

 
（ふりがな） 

氏    名 
役職名 住     所 

 

 

 

 

 

  

法定代理人の氏名及び住所（未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人であ

る場合に記入すること。） 

 
（ふりがな） 

氏    名 
役職名 住     所 

 

 

 

  

法定代理人の名称及び住所並びにその代表者の氏名（未成年者であり、かつ、その

法定代理人が法人である場合に記入すること。）  

 
名  称 

 

 

（ふりがな）  

代表者の氏名 
 

 

住  所 （郵便番号） 
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電話番号 

法定代理人の役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるか

を問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。未成年者であり、か

つ、その法定代理人が法人である場合に記入すること。） 

 
（ふりがな） 

氏    名 
役職名 住     所 

 

 

 

 

 

 

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者（法人である場合において、当該株主

又は出資をしている者があるときに記入すること。）  

 
（ふりがな） 

氏名又は名称 
住   所 

保有する株式の数又

は収支の金額 

 

 

 

 

 

 

標準作業書の記載事項 

 使用済自動車及び解体自動車の

保管方法  

 

 

廃油及び廃液の回収、事業所か

らの流出の防止及び保管の方法 

 

 

使用済自動車又は解体自動車の

解体の方法（指定回収物品及び

鉛蓄電池等の回収の方法を含

む。） 

 

 

 

油水分離装置及びためます等の

管理の方法（これらを設置する

場合に限る。） 

 

 

 

 

使用済自動車又は解体自動車の

解体に伴って生じる廃棄物（解

体 自 動 車 及 び 指 定 回 収

物 品 を 除 く 。 ） の 処 理 の方法 

 

 

 

 

使用済自動車又は解体自動車か

ら分離した部品、材料その他の

有用なものの保管の方法 
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使用済自動車及び解体自動車の

運搬の方法 

 

 

解 体 業 の 用 に 供 す る 施 設 の 

保守点検の方法 

 

 

火災予防上の措置  

 

△手数料欄 

 

 

 

備考  １  △印の欄は、記入しないこと。  

２  ※印の欄は、更新の場合に記入すること。  

３  事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「事業の用に供する  

施設の概要」の欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。  

４  「事業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明らかにする  

図面等を添付することでも可能とする。  

５  「役員の氏名及び住所」の欄その他の氏名又は名称及び住所の記載を要する各欄に  

ついては、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様  

式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。  

６  「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写しを添付  

    することでも可能とする。  

７  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  
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様式第八（第六十条関係） 

                許    可 

            破砕業        申請書 

                許可の更新 

※許 可 番 号  

※許可年月日  

                          年   月   日 

福 島 県 知 事 殿 

               （郵便番号） 

                住  所 

                氏  名                       

                               （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                電話番号 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律第６８条第１項の規定により、必要な

書類を添え て 破 砕 業 の 許 可 （ 許 可 の 更 新 ） を 申 請 し ま す 。 

事業の範囲  

事業所の名称及び所在地 

 名 称  

所在地 （郵便番号） 

 

 

 

電話番号 

事業の用に供する施設の概要  

当該施設について廃棄物処理

施設の設置の許可を受けてい

る場合には、その許可の年月

日及び許可番号 

   

 

    年   月   日 第      号 

 

他に解体業又は破砕業の許可

(他の都道府県のものを含む )

を 有 し て い る 場 合 に あ っ て

は、その許可番号(申請中の場

合にあっては、申請年月日) 

都道府県・市名 
許可番号 (申請中の場合にあ

っては、申請年月日) 
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他に廃棄物処理法に基づく産

業廃棄物処理業の許可（他の

都道府県のものを含む。）を有

している場合にあっては、そ

の許可番号（申請中の場合に

あっては、申請年月日） 

都道府県・市名 
許可番号 （申請中の場合

にあっては、申請年月日） 

  

 

 

破砕業を行おうとする事

業所以外の場所で解体自

動車又は自動車破砕残さ

の積替え又は保管を行う

場合には、当該場所の所

在地、面積及び保管量の

上限 

 

役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業

務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有

するものと認められる者を含む。法人である場合に記入すること。）  

 （ふりがな） 
氏   名 役職名 住     所 

 

 

 

  

令第 5条に規定する使用人の氏名及び住所(当該使用人がある場合に記入すること。) 

 （ふりがな） 
氏   名 役職名 住     所 

 

 

 

  

法定代理人の氏名及び住所（未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場

合に記入すること。） 

 （ふりがな） 
氏   名 役職名 住     所 

 

 

  

法定代理人の名称及び住所並びにその代表者の氏名（未成年者であり、かつ、その法

定代理人が法人である場合に記入すること。）  

 

 
名  称 

 

（ふりがな） 

代表者の氏名 

 

住  所 
（郵便番号） 
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電話番号 

法定代理人の役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問

わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同

等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。未成年者であり、かつ、その

法定代理人が法人である場合に記入すること。） 

 （ふりがな） 
氏   名 役職名 住     所 

 

 

 

 

  

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者（法人である場合において、当該株主又

は出資をしている者があるときに記入すること。）  

 （ふりがな） 

氏名又は名称 
住  所 

保 有 す る 株 式 の 数 又

は出資の金額 

 

 

 

  

標準作業書の記載事項 

 解体自動車の保管方法 

 

 

 

解体自動車の破砕前処

理を行う場合にあって

は、解体自動車の破砕

前処理の方法 

 

解体自動車の破砕を行

う場合にあっては、解

体自動車の破砕の方法 

 

排水処理施設の管理の

方法（排水処理施設を設

置する場合に限る。） 

 

解体自動車の破砕を行

う場合にあっては、自動

車破砕残さの保管方法 
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解体自動車の運搬の方

法 

 

解体自動車の破砕を行

う場合にあっては、自

動車破砕残さの運搬の

方法 

 

 

破砕業の用に供する施

設の保守点検の方法 

 

 

火災予防上の措置 

 

 

△手数料欄 

 

備考  １  △印の欄は、記入しないこと。  

２  ※印の欄は、更新の場合に記入すること。  

３  事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「事業の   

 用に供する施設の概要」の欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。  

４  「事業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明  

    らかにする図面等を添付することでも可能とする。  

５  「役員の氏名及び住所」の欄その他の氏名又は名称及び住所の記載を要  

    する各欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しき  

    れないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を  

    添付すること。  

６  「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写  

    しを添付することでも可能とする。  

７  用紙の大きさは、日本産業業規格Ａ４とすること。  
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様式第十（第六十三条関係） 

 

           破砕業の事業の範囲の変更許可申請書  

 

                                              

年   月   日 

福 島 県 知 事 殿 

 

               （郵便番号） 

                住  所 

                氏  名                      

                               （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                電話番号 

 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律第７０条第１項の規定により、必要な

書類を添えて破砕業の事業の範囲の変更の許可を申請します。  

許可の年月日及び許可番号     年   月   日 第       号 

変更の内容 
 

 

変更の理由 

 

 

 

 

 

変更に係わる破砕業の用に

供する施設の概要 

 

 

 

 

当該施設について産業廃棄

物処理施設の設置の許可を

受けている場合には、その

許可の年月日及び許可番号 

 

 

    年   月   日 第       号 

破砕業を行おうとする事業

所以外の場所で解体自動車

又は自動車破砕残さの積替

え 又 は 保 管 を 行 う 場 合 に

は、当該場所の所在地、面積

及び保管量の上限 
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役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対

し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。法人である場合に記入すること。） 

 （ふりがな） 

氏   名 

 
役職名 

 
住     所 

 

 

 

 

 

  

令第 5 条に規定する使用人の氏名及び住所 (当該使用人がある場合に記入するこ

と。) 

 （ふりがな） 

氏   名 

 
役職名 

 
住     所 

 

 

 

  

法定代理人の氏名及び住所（未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である

場合に記入すること。） 

 （ふりがな） 

氏   名 

 
役職名 

 
住     所 

 

 

 

  

法定代理人の名称及び住所並びにその代表者の氏名（未成年者であり、かつ、その

法定代理人が法人である場合に記入すること。）  

  

名   称 

 

 

（ふりがな） 

代表者の氏

名 

 

 

 

 

住   所 

 

（郵便番号） 

 

電話番号 

法定代理人の役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるか

を問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる
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者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。未成年者であり、か

つ、その法定代理人が法人である場合に記入すること。） 

 （ふりがな） 

氏   名 
役職名 住     所 

 

 

 

  

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者（法人である場合において、当該株主

又は出資をしている者があるときに記入すること。）  

 （ふりがな） 

氏名又は名称 
住       所 

保有する株式の数

又は出資の金額 

 

 

 

  

標準作業書の記載事項 

 

解体自動車の保管方法 

 

 

 

解体自動車の破砕前処理

を行う場合にあっては、

解体自動車の破砕前処理

の方法 

 

 

 

 

解体自動車の破砕を行う

場合にあっては、解体自

動車の破砕の方法 

 

 

 

 

排水処理施設の管理の方

法（排水処理施設を設置

する場合に限る。） 

 

 

 

 

解体自動車の破砕を行う

場合にあっては、自動車

破砕残さの保管方法 

 

 

 

 

解体自動車の運搬の方

法 

 

 

 

 

解体自動車の破砕を行う  



45 

 

場合にあっては、自動車

破砕残さの運搬の方法 

 

 

 

破砕業の用に供する施設

の保守点検の方法 

 

 

 

火災予防上の措置 

 

 

 

△手数料欄 

 

 

 

 
備考  １  △印の欄は、記入しないこと。  

２  ※印の欄は、更新の場合に記入すること。  

３  事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「事業の用に供す  

    る施設の概要」の欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。  

４  「事業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明らかに  

    する図面等を添付することでも可能とする。  

５  「役員の氏名及び住所」の欄その他の氏名又は名称及び住所の記載を要する各  

    欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、  

    この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。  

６  「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写しを添  

    付することでも可能とする。  

７  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  
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（様式第１－１号） 
     事業所の名称及び所在地、事業の用に供する施設の概要  
 

 
  

名 称 
 

 

 
所 在 地 
 

（郵便番号） 
 
（電話番号） 

 
施設の概要 

 

 

 
名 称 

 

 

 
所 在 地 

 

（郵便番号） 
 
（電話番号） 

 
施設の概要 

 

 

 
名 称 

 

 

 
所 在 地 

 

（郵便番号） 
 
（電話番号） 

 
施設の概要 

 

 

 
名 称 

 

 

 
所 在 地 

 

（郵便番号） 
 
（電話番号） 

 
施設の概要 

 

 

 
名 称 

 

 

 
所 在 地 

 

（郵便番号） 
 
（電話番号） 

 
施設の概要 

 

 

 
複数の事業所がある場合は、全てについて記入してください。  
また、施設の概要については、下記のとおり記入してください。  
①解体業：「別紙、事業所の施設を明らかにする図面等のとおり」と記入してくだ
さい。 
②破砕業：破砕（破砕前処理）施設の機械・機種名称、処理能力及び数量等並びに
廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設又は福島県産業廃棄物等の処理の適正
化に関する条例の基づく産業廃棄物指定処理施設の場合は、その許可年月日及び
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許可番号等を記入するとともに、「別紙、事業所の施設を明らかにする図面等のと
おり」と記入してください。 
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（様式第１－２号） 

他の解体業又は破砕業の許可状況 

 

 

 

 業の種別 都道府県・市名 許可番号 許可年月日 申請中の別 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

他 に 解 体 業 又 は 破 砕 業 の 許 可 を 有 し て い る 場 合 （ 他 都 道 府 県 の も の を 含 む 。 ） に は 、  

その許可番号（申請中にあっては、申請年月日）を全て記入してください。 
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(様式第１－３号） 

他の産業廃棄物処理業の許可状況 

 

 

 

 業の種別 都道府県・市名 許可番号 許可年月日 申請中の別 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

他に産業廃棄物処理の許可を有している場合（他都道府県のものを含む。）

には、その許可番号（申請中にあっては、申請年月日）を全て記入してくださ

い。 
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（様式第１－４号） 

事業所以外の積替え又は保管施設況 

 

 

 保 管 施 設 の 名 称 所   在   地 施  設  の  面  積 保 管 量 の 上 限 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

解体業（破砕業）を行おうとする事業所以外の場所で、使用済自動車又は解体事

業者（破砕業にあっては、解体自動車又は自動車破砕残さ）の積替え又は保管を行

う場合には、当該場所の所在地、面積及び保管量の上限を記入してください。  
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（様式第１－５号） 

役員等の状況 

 

 

 （ふりがな） 

氏    名 

役職名・呼称 

（生年月日） 

住       所 

（本       籍） 

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

 申請者が法人の場合、その全ての役員の氏名、ふりがな、役職名、生年月日、

住民票上の住所及び本籍（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以

上の支配力を有するものと認められる者を含む。）を記入してください。  
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（様式第１－６号） 

使用人の状況 

 

 

 （ふりがな） 

氏    名 

役職名・呼称 

（生年月日） 

住       所 

（本       籍） 

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

 令第５条に規定する使用人がある場合、その使用人の氏名、ふりがな、役職

名、生年月日、住民票上の住所及び本籍について記入してください。  
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（様式第１－７号） 

株主又は出資者の状況 

 

 

 発行済株式

の総数 
 出 資 の 額 

 

（ ふ り が な ） 

氏   名 

役 職 名 

(生 年 月 日 ) 

住      所 

（本      籍） 

保有する株式数又は出資金額  

保 有 割 合 

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００

分の５以上の額に相当する出資者の氏名、ふりがな、役職名、生年月日、住民票

上の住所及び本籍（法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地）を記入して

ください。 
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（様式第２－１号） 

事業所の施設の概要書（解体施設） 

 

事 業 所 の 名 称 ・ 所 在 地 
 

 

 

 

処 

 

理 

 

施 

 

設 

 

の 

 

概 

 

要 

作 業 設 備 の 項 目 
 

施 設 の 構 造 及 び  

設 備 の 概 要  

 

廃 油 ・ 廃 液 等 の 地 下  

浸 透 防 止 対 策  
 

廃 油 ・ 汚 染 雨 水 等 の  

外 部 流 出 防 止 対 策 
 

廃 棄 物 処 理 基 準 に 基  

づ く 生 活 環 境 の 保 全 
上 支 障 防 止 対 策 （ 飛  

散 ・ 流 出 、 悪 臭 ・ 騒  

音 ･ 振 動 、 衛 生 害 虫 、  

地 下 浸 透 、 地 下 水 汚  

染 等 の 防 止 対 策 ）  

 

処

理

前

後

の

保

管

施

設  

保 管 の 対 象 物 使用済自動車 解体自動車 

保管施設の面積（㎡）   

保 管 量 の 上 限 （ ㎥ ）   

保 管 の 高 さ （ ｍ ）   

設 備 の 概 要 （ 囲 い 、 

門 扉 の 構 造 等 ） 

  

取

外

部

品  

 ・  

廃

棄

物

の

保

管  

保 管 の 対 象 物     

保管施設の面積（㎡）     

保 管 量 の 上 限 （ ㎥ ）     

保 管 の 高 さ （ ｍ ）     

設 備 の 概 要 （ 囲 い 、 

門 扉 の 構 造 等 ） 

    

土

地

の

概

要  

字 名 地 番 面 積 地目 
土地所有者の氏名及び

住所 
使用権 
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（様式第２－２号） 

事業所の施設の概要書（破砕施設） 

 

事業所の名称・所在地 

 

 

 

 

 

処 

 

理 

 

施 

 

設 

 

の 

 

概 

 

要 

 

産業廃棄物処理施設 

等の許可年月日・許

可 番 号 

 

 

 

施 設 の 構 造 及 び 

設 備 の 概 要 

 

 
廃 棄 物 処 理 基 準 に 基  

づ く 生 活 環 境 の 保 全 
上 支 障 防 止 対 策 （ 飛  

散 ・ 流 出 、 悪 臭 ・ 騒  

音 ･ 振 動 、 衛 生 害 虫 、  

地 下 浸 透 、 地 下 水 汚  

染 等 の 防 止 対 策 ）  

 

 

処

理

前

後

の

保

管

施

設  

保 管 の 対 象 物 解体自動車 処理物・シュレッダーダスト 

保管施設の面積（㎡）   

保管量の上限（㎥）   

保 管 の 高 さ （ ｍ ）   

設備の概要（囲い、 

門 扉 の 構 造 等 ） 

 

  

取

外

部

品  

 ・  

廃

棄

物

の

保

管  

保 管 の 対 象 物     

保管施設の面積（㎡）     

保管量の上限（㎥）     

保 管 の 高 さ （ ｍ ）     

設備の概要（囲い、 

門 扉 の 構 造 等 ） 

 

    

土

地

の

概

要  

字 名 地 番 面 積 地目 土地所有者の氏名及び

住所 

使用権 
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（様式第３号） 

                （第 1 面） 

事業計画書及び収支見積書 

                      年   月   日現在作成 

１－１ 事業の全体計画（業務を行う時間、従業員数、休業日、扱う車種（乗用

車、大型車）を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         （フロー略図を添付） 

勤務時間 ：     ～     ： 従業員数 人 休業

日 

 

 

１－２ 解体業：使用済自動車（破砕業：解体自動車）等の引取実績及び計画  

年  度      年 度 実

績 

（３年前） 

     年 度 実

績 

（２年前） 

     年 度 実

績 

（１年前） 

許可取得後の 

年 間 計 画 

引 取 台 数 台 台 台 台 

 

 

主な取引先 

 

 

    

 

１－３ 解体（破砕）実績 

年  度      年度実績 

（３年前） 

     年度実績 

（２年前） 

     年度実績 

（１年前） 

年 間 処 理 実 績 台 台 台 

年 間 稼 働 日 数 日 日 日 

平 均 処 理 実 績 台／日 台／日 台／日 
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                 （第２面） 

１－４ 解体（破砕）能力 

１日当処理能力 稼動予定日数 年間処理能力 

台／日 日 台 

 

１－５ 保管の状況 

解体業：使用済自動車 

破砕業：解体自動車 

解体業：解体自動車 

破砕業：ＡＳＲまたは処理物 

保管量の上限 台(㎥) 保管量の上限 台(㎥) 

現在の保管量 台(㎥) 現在の保管量 台(㎥) 

 

１－６ 年間収支見積書            年   月   日現在作成 

項目 

 

 

（千円） 

前年度（   年） 

（決算月（   月）） 

今後の見込み 

（年間） 

年度 

（千円） 

（１台当） 

（円） 

年度 

（千円） 

（１台当） 

（円） 

売上高（全体） ア（総売

上収入） 

    

売上原価 ｲ（購入

費等） 
    

経費 

 

うち廃棄物 

処理委託費 

ウ      

エ      

営業利益 ｵ=ｱｰｲｰｳ     

営業外利益 ｶ     

経常利益 ｷ=ｵ+ｶ     

解体自動車等 

年間引取台数 

     

解体自動車等 

年間処理台数 

     

（参考） 

 前年度末 現在 

負債総額（年度末残高）   (千

円） 

  

【注意】 

１「 １ 台 当 」 額 は 、 売 上 原 価 は 引 取 台 数 で 、 そ の 他 は 処 理 台 数 で 割 る こ と 。  
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２ 支払利息のみの場合又は支払利息が受取利息より多い場合はマイナスで計上    

すること。 
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（様式第４号） 

                               年    月    日 

福 島 県 知 事 殿 

 

申請者は、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 

申請者     住所                        

氏名 （法人にあっては名称及び代表者名） 

                                     

使用済自動車の再資源化等に関する法律第６２条第１項第２号イからヌに規定する欠格要件 

 

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者（注１）又は破産手続開始

の決定を受けて復権を得ない者 

ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

ハ この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」とい

う。）、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの（注

２）若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号。第３２条の３第７項及び第３２条の１１第１項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（明治４０年法律

第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の２、第２２２条若しくは第２４７条の罪若しくは

暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

ニ 第６６条（第７２条において読み替えて準用する場合を含む。）、廃棄物処理法第７条の４若しくは第１４条の３

の２（廃棄物処理法第１４条の６において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第４１条第２項の規定

により許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合

においては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条の規定による通知があった日

前６０日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から５年を経過しないものを含む。） 

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 

ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当する

もの 

チ 法人でその役員又は政令で定める使用人（注３）のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの 

リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

ヌ 個人で政令で定める使用人（注３）のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの 

（注１）主務省令で定める者とは、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思

疎通を適切に行うことができない者 

（注２）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものとは、大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７

号）、騒音規制法（昭和４３年法律９８号）、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年法律１３６号）、

水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）、悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号）、振動規制法（昭和５１年法

律第６４号）、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成４年法律第１０８号）、ダイオキシン類対策

特別措置法（平成１１年法律第１０５号）、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平

成１３年法律第６５号） 

（注３）政令で定める使用人とは、申請者の使用人で次に掲げるものの代表者であるもの 

 ① 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所） 

 ② 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者

を置くもの 
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（様式第５号） 

省略添付書類一覧表  

 

省 略 し た 添 付 書 類 の 種 類 省 略 の 理 由 
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様式第七（法律様式第七関係）  

（          地方振興局 経由） 

解体業変更届出書  

年   月   日 

福 島 県 知 事 殿 

 

               （郵便番号） 

                住  所 

                氏  名                    

                               （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                電話番号 

年    月    日付け第            号で許可を受けた以下の事項について変

更したので、使用済自動車の再資源化等に関する法律第６３条第１項の規定によ

り、必要な書類を添えて届け出ます。  

 

 

 

 

変更の内容 

 

 

新 旧 

  

 

 

変更の理由 

 

 

 

備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  
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様式第十一（法律様式第十一関係）  

（          地方振興局 経由） 

破砕業変更届出書  

年    月    日 

福 島 県 知 事 殿 

  

               （郵便番号） 

                住  所 

                氏  名                      

                               （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                電話番号 

   年   月   日付け第          号で許可を受けた以下の

事項について変更したので、使用済自動車の再資源化等に関する法律第７１条第１

項の規定により、必要な書類を添えて届け出ます。  

 

 

 

 

変更の内容 

 

 

新 旧 

  

 

 

変更の理由 

 

 

 

備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  
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様式第６－１号 

（          地方振興局 経由） 

解体業廃業等届出書  

   年    月    日 

福 島 県 知 事 殿 

 

               （郵便番号） 

                住  所 

                氏  名                    

                               （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                電話番号 

使用済自動車の再資源化等に関する法律第６４条第１項の規定により、次のとおり届

け出ます。  

 

 

届出事由の生じた日 

 

 

     年    月    日 

 許 可 番 号                       号 

 許 可 年 月 日     年  月  日～    年  月  日 

 

 

 

 

 

 届 出 の 事 由 

 

１  死亡した 

 

２  法人が合併により消滅した  

 

３  法人が破産により解散した  

 

４  法人が合併又は破産以外の事由により解散した  

 

５  その許可に係る解体業を廃止した  

 

（※ 上記のうち、該当する事由に○を付けてください。） 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  
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様式第６－２号 

（          地方振興局 経由） 

破砕業廃業等届出書  

 年    月    日 

福 島 県 知 事 殿 

 

               （郵便番号） 

                住  所 

                氏  名                      

                               （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                電話番号 

使用済自動車の再資源化等に関する法律第７２条第１項において準用する同法第６

４条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。  

 

届出事由の生じた日  

 

 

     年    月    日 

  許 可 番 号                     号 

  許 可 年 月 日    年  月  日～   年  月  日 

 

 

 

 

 

  届 出 の 事 由 

 

１  死亡した 

 

２  法人が合併により消滅した  

 

３  法人が破産により解散した  

 

４   法人が合併又は破産以外の事由により解散

した 

 

５  その許可に係る破砕業を廃止した  

 

（※ 上記のうち、該当する事由に○を付けてください。） 

 

備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  
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Ⅸ  申請・届出及び添付書類の記入例 
様式第五（第五十五条関係）  

許    可 

解体業        申請書 

許可の更新 

 

※許 可 番 号  

※許可年月日  

〇年〇月〇日 

福 島 県 知 事 殿 

 

（郵便番号）９６０－８６７０  

住   所 福島県福島市杉妻町２番１６号  

氏   名 株式会社 福島県 

代表取締役  ○○○○    

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

電話番号 ○○○－○○○－○○○○  

 

 

  使用済自動車の再資源化等に関する法律第６１条第１項の規定により、必要な

書類を添え て 解 体 業 の 許 可 （ 許 可 の 更 新 ） を 申 請 し ま す 。 

 

事業所の名称及び所在地  

  

名  称 

①株式会社福島県本社  

②株式会社福島県会津支店  

 

所在地 

① 〒960-8670 

福島県福島市杉妻町２番１６号   電話番号○○－○○－○○○

○ 

② 〒965-8501 

福島県会津若松市追手町７番５号   電話番号○○-○-○○ 

事業の用に供する施設の概

要  

別紙、事業所の施設を明らかにする図面等のとおり  

 

他に解体業又は破砕業の許

可（他の都道府県のものを含

む。）を有している場合にあ

っては、その許可番号（申請

中の場合にあっては、申請年

月日） 

 

都道府県・市名  

許可番号（申請中の場合に  

あっては、申請年月日）  

宮城県 解体業 

令和〇年〇月〇日申請中 

他に廃棄物処理法に基づく

産業廃物処理業の許可（他の

 

都道府県・市名  

許可番号（申請中の場合に  

あっては、申請年月日）  
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都道府県のものを含む。）を

有している場合にあっては、

その許可番号（申請中の場合

にあっては、申請年月日）  

福島県 産業廃棄物収集運搬業  

令和７年１０月１４日  

００７０×××××× 

 

解体業を行おうとする事業

所以外の場所で使用済自動

車又は解体自動車の積替え

又は保管を行う場合には、当

該場所の所在地、面積及び保

管量の上限  

株式会社福島県 会津支社  使用済自動車保管場  

所在地：喜多方市○○○ 

面積：２００㎡、  

保管量上限：使用済自動車５０台（３００㎥） 

役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等

以上の支配力を有するものと認められる者を含む。法人である場合に記入する

こと。）  

 
（ふりがな）  

氏    名  

 

役職名 

 

住     所 

○
ふ

○
り

○
が

○
な

 

 

 

○
ふ

○
り

○
が

○
な

 

代表取締役  

(生年月日  

○年○月○日

生) 

監査役 

（生年月日  

○年○月○日

生) 

猪苗代町○○○  

(本籍：○○市○○ ) 

 

東京都千代田区○○  

(本籍：安達町○○）  

令第５条に規定する使用人の氏名及び住所（当該使用人がある場合に記入するこ

と 。 ） 

 
（ふりがな）  

氏    名  

 

役職名 

 

住     所 

○
ふ

○
り

○
が

○
な

 

 

会津支店長  

(生年月日  

○年○月○日

生) 

会津若松市○○○  

(本籍：会津坂下町○○）  

法定代理人の氏名及び住所（未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人で

ある場合に記入すること。）  

 
（ふりがな）  

氏    名  

 

役職名 

 

住     所 

なし 

 

  

法定代理人の名称及び住所並びにその代表者の氏名（未成年者であり、かつ、その

法定代理人が法人である場合に記入すること。）  

  

名  称 
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（ふりがな）  

代表者の氏名  

 

 

住  所 

 

（郵便番号）  

 

電話番号  

 

法定代理人の役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又は

これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であ

るかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。未成年者で

あり、かつ、その法定代理人が法人である場合に記入すること。） 

 
（ふりがな）  

氏    名 

 

役職名 

 

住     所 

 

 

 

  

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００

分の５以上の額に相当する出資をしている者（法人である場合において、当該

株主又は出資を し て い る 者 が あ る と き に 記 入 す る こ と 。 ） 

 
（ふりがな）  

氏名又は名称  

 

住   所 

保有する株式

の数 

又は出資の金

額 

株式
かぶしき

会社相
がいしゃそう

双振興局
そうしんこうきょく

 

○
ふ

○
り

○
が

○
な

 

(生年月日  

○年○月○日生) 

南相馬市○○  

白河市○○○  

(本籍：会津坂下町○○）  

200 株(割合○%) 

150 株(割合○%) 

 

標準作業書の記載事項  

 

使用済自動車及び解体自動車

の保管方法  
別紙、標準作業書写しのとおり  

廃油及び廃液の回収、事業所

からの流出の防止及び保管の

方法 

別紙、標準作業書写しのとおり  

使用済自動車又は解体自動車

の解体の方法（指定回収物品

及び鉛蓄電池等の回収の方法

別紙、標準作業書写しのとおり  
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を含む。）  

油水分離装置及びためます等

の管理の方法（これらを設置

する場合に限る。）  

別紙、標準作業書写しのとおり  

使用済自動車又は解体自動車

の解体に伴って生じる廃棄物

（解体自動車及び指定回収物

品を除く。）の処理の方法 

別紙、標準作業書写しのとおり  

使用済自動車又は解体自動車

から分離した部品、材料その

他の有用なものの保管の方法  

別紙、標準作業書写しのとおり  

使用済自動車及び解体自動車

の運搬の方法  
別紙、標準作業書写しのとおり  

解 体 業 の 用 に 供 す る 施 設 の 

保守点検の方法  
別紙、標準作業書写しのとおり  

火災予防上の措置  別紙、標準作業書写しのとおり  

△手数料欄  

 

備考 １ △印の欄は、記入しないこと。  

２ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。  

３ 事 業 所 が 複 数 あ る 場 合 に は 、 「 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地 」 及 び 「 事 業 の 用 に  

供する施設の概要」の欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。  

４ 「 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 の 概 要 」 の 欄 に つ い て は 、 当 該 施 設 の 構 造 を 

明らかにする図面等を添付することでも可能とする。  

５ 「 役 員 の 氏 名 及 び 住 所 」 の 欄 そ の 他 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 の 記 載 を 要 す る  

各欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれ

ないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を

添付すること。  

６ 「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の

写しを添付することでも可能とする。  

７ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  
 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

（様式第２－１号） 

事業所の施設の概要書（解体施設）  

事 業 所 の 名 称 ・ 所 在 地 
株式会社福島県  本社  

（注：事業所ごとに作成する。）  

 

 

 

処 

 

理 

 

施 

 

設 

 

の 

 

概 

 

要 

作 業 設 備 の 項 目  

①使用済自動車保管施設  

②解体施設  

③解体自動車保管施設  

施 設 の 構 造 及 び  

設 備 の 概 要  

①工場内―区画、工場全周囲に囲い・門扉、床面 :鉄筋コン

クリート造り  

②整備工場建屋内、床面：鉄筋コンクリート造り  

③工場内―区画、工場全周囲に囲い、床面：土間  

廃 油 ・ 廃 液 等 の 地 下  

浸 透 防 止 対 策  

床 面 が 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 、 厚 さ ２ ０ ｃ ｍ 。 一 部 重 機 を 使 用 す る 床 面 は 

鉄 板 敷 き

鉄 板 厚 ： １ ． ５ ｃ ｍ 。 解 体 作 業 場 ・ 取 外 し 部 品 の 保 管 場 は 、  

建 屋 内 （ 鉄 筋 幸 造 、スレート屋根、波板トタン壁面）  

廃 油 ・ 汚 染 雨 水 等 の  

外 部 流 出 防 止 対 策 
排 水 溝 を 設 け て 油 水 分 離 槽 を 経 て 排 水 、 油 水 分 離 槽 ： 容 積 ２ ０ ０  

リ ッ ト ル 、３槽分離  

廃 棄 物 処 理 基 準 に 基  

づ く 生 活 環 境 の 保 全  
上 支 障 防 止 対 策 （ 飛  

散 ・ 流 出 、 悪 臭 ・ 騒  

音 ･ 振 動 、 衛 生 害 虫 、  

地 下 浸 透 、 地 下 水 汚  

染 等 の 防 止 対 策 ）  

飛散防止：工場全周囲に囲い（コンクリート塀・高さ２ｍ、

一部ネットフェンス･ 高さ１．５ｍ、出入口はアルミ製門

扉・高さ１ｍ）  

流出防止：工場外及び屋根の降雨は雨水排除溝により排

水、場内降雨は  排水溝から油水分離槽（容量２００  L、

３槽）を経て排水  

悪臭防止：悪臭の発生するものは取り扱わない  

騒音・振動・衛生害虫の発生：標準作業書により解体処理

機械または施設全体の維持管理をして対応する  

地下浸透防止：廃油、廃液を取扱う床面は鉄筋コンクリー

ト造り  

（ 厚 さ ２ ０ ㎝） 

処

理

前

後

の

保

管

施

設  

保 管 の 対 象 物  使用済自動車  解体自動車 

保管施設の面積（㎡） ４０㎡  ３０㎡  

保管量の上限（㎥） ２０台(㎥) ３０台(㎥) 

保 管 の 高 さ （ ｍ ） １ｍ、（１段積み）  ３ｍ、（２段積み）  

設備の概要（囲い、 

門 扉 の 構 造 等 ）  

工場内一区画、工場全周囲

に囲い、  

床面：鉄筋コンクリート、

厚さ２０㎝土間  

工場内一区画、工場全周囲に

囲い、  

床面：土間  

取

外

部

品  

 

・  

廃

棄

物

の

保

管  

保 管 の 対 象 物  
リ ユ ー ス 部

品 

タイヤ バッテリー 廃 エ ン ジ ン

類 

保管施設の面積（㎡） ２０ ３ １ ９ 

保管量の上限（㎥） ２０ ６ １ ４．５ 

保 管 の 高 さ （ ｍ ） 適用外 ２ １ １．５ 

設備の概要（囲い、 

門 扉 の 構 造 等 ）  

専 用 倉 庫 に

ラ ッ ク を 使

用して保管 

保 管 ヤ ー

ド、３面コ

ン ク リ ー

ト ブ ロ ッ

ク造り 

鋼 鉄 製 コ ン

テナ 

工場内一区

画 

屋根なし、

床面 

コ ン ク リ ー

ト 
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土

地

の

概

要  

字 名 地 番 面 積 地目 
土地所有者の氏名及び住

所 
使用権 

○○ 
２番

地 
２５ 宅地 株式会社○○不動産  借用 

○○ 
３番

地 
３００ 雑地 株式会社福島県 自己所有 

○○ 
６番

地 
１００ 雑地 △△△ 借用 
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（記入例様式第３号）         （第１面） 

事業計画書及び収支見積書  

○○年○○月○○日現在作成 

１－１ 事業の全体計画（業務を行う時間、従業員数、休業日を含む。）  

フロン類回収業者  

↓引取 

使用済自動車の運搬  

↓ 

使用済自動車の保管    （産廃収運業委託）  

↓ 

解体  エアバック類の回収  → 保管 → 運搬（自己）  → 

↓    → メーカー引取所（名称○○・所在地○○）  

↓ 廃油・廃液の回収  → 保管 → 運搬（産廃収運業委託：名称・所在地）  

↓    → 処理の委託（処理業者○○・所在地○○）  

↓ タイヤ・バッテリー → 保管 → 運搬（指定広域収運業：名称・所在地）  

↓    → 指定広域処理業者（名称○○・所在地○○）  

↓ リユース部品類 → 保管 → 運搬（自己） → 

↓    → 自己販売、インターネット市場へ委託販売（名称○・所在地○）  

↓ 

解体自動車の保管  

↓ 

解体自動車の運搬  （自己運搬）  

↓引渡し 

破砕業者                                            

（フロー略図を添付）  

勤務時間  9：00～ 18： 00 従業員数  ３０人 休業日  毎週日曜日  

 

１－２ 解体業：使用済自動車（破砕業：解体事業者）等の受入れ実績及び計画  

年   度 Ｒ５年度実績 

（３期前） 

Ｒ６年度実績 

（２期前） 

Ｒ７年度実績 

（直前期） 

許可取得後の 

年間計画 

受 入 台 数 ４００台 ６００台 １，０００台 １，０００台 

 

主な受入先 

○○自動車 

○○整備工場  

○○中古車商会  

○○自動車 

○○整備工場  

○○中古車商会  

○○自動車 

○○整備工場 

○○中古車商会  

○○自動車 

○○整備工場 

○○中古車商会 

１－３ 解体（破砕）実績  

年   度 Ｒ５年度実績 

（３期前） 

Ｒ６年度実績 

（２期前） 

Ｒ７年度実績 

（直前期） 

年間処理実績 ２００台 ６００台 １，０００台 

年間稼働日数 ２００日 ２００日 ２００日 

平均処理実績     １台／日     ３台／日     ５台／日 

（第２面） 
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１－４ 解体（破砕）能力  

１日当処理能力 稼動予定日数 年間処理能力  

５台／日 ２００日 １，０００台 

１－５ 保管の状況 

解体業：使用済自動車  

破砕業：解体自動車  

解体業：解体自動車  

破砕業：ＡＳＲまたは処理物  

保管場の上限 ２０台(㎥) 保管量の上限  ３０台(㎥) 

現在の保管量 １０台(㎥) 現在の保管量  １５台(㎥) 

１－６ 年間収支見積書          令和○○年○○月○○日現在作成 

項目 

 

 

 

前年度（Ｒ７年） 

（決算月（ ３月）） 

今後の見込み  

（年間） 

年度 （１台当） 年度 （１台当） 

Ｒ７年度  Ｒ８年度  

(千円 ) 台数  (千円 ) 台数  

売上高（全体） ア（総売

収入）  

２０，０００  ２０  ３０，０００  ３０  

売上原価 ｲ（購入

費等） 

３，０００  ３  １，０００  １  

経費 

 

うち廃棄物 

処理委託費 

ウ  ７，０００  ７  ９，０００  ９  

エ  ４，０００  ４  ７，０００  ７  

営業利益 ｵ=ｱｰｲｰｳ １０，０００  １０  ２０，０００  ２０  

営業外利益 ｶ ２，０００  ２  ２，０００  ２  

経常利益 ｷ=ｵ+ｶ １２，０００  １２  １８，０００  １８  

解体自動車等 

年間引取台数 

 １，０００   １，０００   

解体自動車等 

年間処理台数 

 １，０００   １，０００   

（参考） 

 前年度末 現在 

負債総額（年度末残高 (千円） ５００ １，０００ 

【注意】１「１台当」額は、売上原価は引取台数で、その他は処理台数で割ること。 

２ 支払利息のみの場合又は支払利息が受取利息より多い場合はマイナス  

で 計 上 す る こ と 。 
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様式第七（法律様式第七関係）  

（ 県北地方振興局 経由） 

解体業変更届出書  

〇年〇月〇日 

福 島 県 知 事 殿 

 

               （郵便番号）９６０－８６７０  

                住  所 福島県福島市杉妻町２－１６  

                氏  名 株式会社福島県庁  

                      代表取締役 福島  太郎   

                                   （法人にあっては、名称及び代表者

の氏名） 

                電話番号 ○○○－○○○－○○○○  

〇年〇月〇日付け第２００７３００９９９９号で許可を受けた以下の事項につ

いて変更したので、使用済自動車の再資源化等に関する法律第６３条第１項の規定

により、必要な書類を添えて届け出ます。  

 

 

 

 

変更の内容 

 

 

新 旧 

 

例１  福島県福島市杉妻町 2-16 

例２  代表取締役  福島
ふくしま

 太郎
た ろ う

 

例３  取締役  福島
ふくしま

 三郎
さぶろう

 

取締役  福島
ふくしま

 五郎
ご ろ う

 

例４  事業所  

①福島営業所    

②白河営業所 (白河市○○○ ) 

 

 

例１  福島県福島市杉妻町 5-75 

例２  代表取締役  福島
ふくしま

 次郎
じ ろ う

 

例３  取締役  福島
ふくしま

 三郎
さぶろう

 

取締役  福島
ふくしま

 四郎
し ろ う

 

例４  事業所  

①福島営業所  

②郡山営業所 (郡山市○○○ ) 

 

 

 

変更の理由 

 

 

 

例１  令和〇年〇月〇日付けで本社住所を変更  

例２  令和〇年〇月〇日付けで代表取締役を変更  

例３  令和〇年〇月〇日付けで取締役「福島四郎」が退任し、  

取締役「福島五郎」が就任  

例４  令和〇年〇月〇日付けで「郡山営業所」を廃止し、「白河  

営業所」を新設  

 

備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

   

 

窓口で記入内容の確

認を受けた後に記入

してください。  

住所の変更を届け出る

場合は、新住所を記入

してください。  

代表者の変更を届け出

る場合は、新代表者の

氏名を記入してくださ

い。  

お 手 元 の 許 可 証 を 見 な が ら 記 入

してください。記入方法がよく分

からない場合は記入せず、許可証

を窓口にお持ちください。  
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申請・届出及び添付書類のチェックリスト 

◎・・・必ず添付してください。  

○・・・該当する場合は添付してください。  

 法

人  

個

人  

変更  

(届出 ) 

確

認  
備考  

第１ 申請書  

１ 許可申請書  

（法定様式 第１面～第３面）  
◎  ◎  －  □   

２ 変更届出書（法定様式）  －  －  ◎  □   

３ 別添様式（申請書の欄に記入しきれ

ない場合に添付）  

（１）事業所の名称及び所在地、事業の

用に供する施設の概要  

（様式第１－１号）  

（２）他の解体業又は破砕業の許可状況

（様式第１－２号）  

（３）他の産業廃棄物処理業の許可状況  

（様式第１－３号）  

（４）事業場以外の積替え又は保管施設

状況（様式第１－４号） 

（５）役員等の状況 （様式第１－５号） 

（６）使用人の状況（様式第１－６号） 

（７）株主又は出資者の状況 

（様式第１－７号） 

（８）標準作業書の写し 

 

 

○  

 

 

○  

 

○  

 

○  

 

○  

○  

○  

 

○  

 

 

○  

 

 

○  

 

○  

 

○  

 

○  

○  

○  

 

○  

 

 

○  

 

 

○  

 

○  

 

○  

 

○  

○  

○  

 

○  

 

 

□  

 

 

□  

 

□  

 

□  

 

□  

□  

□  

 

□  

 

申請書に記入し

きれない場合に

添付  

第２ 添付書類  

１ 事業所の施設を明らかにする図面等  

（１）事業所の施設の概要書  

（解体業の場合は様式第２－１号、

破砕業の場合は様式第２－２号）  

◎  ◎  ○  □  

 

 

 

（２）事業所の施設の構造を明らかにする次の図面  

① 事業所の位置に関する次の図面  

ア 事業所の位置図  

イ 事業所内での配置図  

◎  

◎  

◎  

◎  

○  

○  

□  

□  
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② 事業所の処理施設の構造及び設備に関する次の図面  

ア 処理施設の構造を明らかにする平

面図、立面図、断面図、構造図及び

配置図  

イ 保管施設の平面図、立面図、構造

図及び保管施設の面積と容積の計算

書  

ウ 公害防止施設（設備）の平面図、

立面図、断面図、構造図及び配置図  

エ その他、保管施設の囲い（門扉）、

表示板等の構造図、詳細図  

◎  

 

 

◎  

 

◎  

 

◎  

 

◎  

 

 

◎  

 

◎  

 

◎  

 

○  

 

 

○  

 

○  

 

○  

 

□  

 

 

□  

 

□  

 

□  

 

更新の場合で、

変更がなければ

不要  

２ 施設の所有権（又は使用権原）を証

明する書類等  
◎  ◎  ○  □  

更新の場合で、

変更がなければ

不要  

３ 事業計画書、収支見積書  

（様式第３号）  
◎  ◎  －  □   

４ 申請者の住民票の写し（住民票抄

本）  

及び登記事項証明書等  

－  

 

－  

◎  

 

◎  

○  

 

○  

□  

 

□  

・個人申請の場

合  

・先行許可を受

けている場合は

省略可  

５ 定款又は寄附行為  

及び登記事項証明書（履歴事項全部

証明書）  

◎  

◎  

－  

－  

○  

○  

□  

□  法人申請の場合  

６ 法人役員等の住民票の写し（住民

票抄本）  

及び登記事項証明書等  

◎  

 

◎  

－  

 

－  

○  

 

○  

□  

 

□  

・法人申請の場

合  

・先行許可を受

けている場合は

省略可  

７ ① 発行済株式総数又は総出資額

の１００分の５以上を占める者の住

民票の写し（住民票抄本）  

及び登記事項証明書等  

○  

 

 

○  

－  

 

 

－  

○  

 

 

○  

□  

 

 

□  

・法人申請の場

合  

・先行許可を受

けている場合は

省略可  

② 発行済株式総数又は総出資額の１

００分の５以上を占める者の登記事

項証明書（履歴事項全部証明書）  

○  －  ○  □  

③ 発行済株式総数又は総出資額の１

００分の５以上を占める者の株式数

又は出資額を示す書類  

○  －  ○  □  
様式第１－７号

の添付で省略可  
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８ 法施行令第５条に規定する使用人

の住民票の写し  

及び登記事項証明書等  

○  

 

○  

－  

 

－  

○  

 

○  

□  

 

□  

・法人申請の場

合  

・先行許可を受

けている場合は

省略可  

９ ① 法定代理人の住民票の写し  

及び登記事項証明書等  

－  

－  

○  

○  

○  

○  

□  

□  
・未成年者が申

請する場合  

・先行許可を受

けている場合は

省略可  

② 法定代理人の定款又は寄附行為  

及び登記事項証明書（履歴事項全部

証明書）  

－  

－  

○  

○  

○  

○  

□  

□  

③ 法定代理人の役員の住民票の写し  

及び登記事項証明書等  

－  

－  

○  

○  

○  

○  

□  

□  

10 誓約書（様式第４号）  ◎  ◎  ◎  □   

11 先行許可を受けている場合は、そ

の許可証の写し【新規申請時のみ】  
○  ○  －  □  

申請の際に当該

許可証の本証を

持参し、許可証

の写しをご提出

ください  

12 省略添付書類一覧表（様式第５号） ○  ○  －  □   

13 委任状  

○  ○  ○  □  

申請又は届出を

行政書士等に委

任する場合に  

添付してくださ

い。  

なお、行政書士

証票の写しも併

せて添付してく

ださい。  

14 従前の許可証の写し  

○  ○  ○  □  

既に許可を取得

している場合は

添付してくださ

い。  

また、変更届に

おいて許可証の

書換えがない場

合は省略可能で

す。  
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 A4 版の二穴あきファイル  
◎  ◎  －  □  

上記の順番で綴

じてください  

 


